
答申第 7号

平 成 6 年 3 月 1 8 日

相模原市教育委 員会 殿

相槙原市公文書公9 8審査会

会  長  高  橋  秀  夫

公文書公開 (一部公開)決 定処分 に関す る諮陪1

について (答申)

平成 5年 5月 2 4日 付 けで諮間のあった、 「職員会議録J

一部非公開の件 につ いて、別紙 の とお り答 中 します。



審 査 会 の結論

職 員会 議録 の うち、 ( 1 ) 氏 名 ( 発言者 ) 欄 に記 され

た一 般教 職 員 の氏 名 を非 公 開 と した こ とは相 当 で あ るが、

校 長 、教 頭 の職 名 につ いて は公 開 す べ きで あ る。 ( 2 )

司会 、記 録者 の氏 名 及 び校 長 、 教 頭 の発 言 箇所 ( 別紙 1

に掲 げ る箇所 を除 く。 ) に つ いて は公 開す べ きで あ る。

不 服 申立 人 の主 張要 旨

( 1 ) 不 服 申立 ての 趣 旨              t

不 服 申立 て の趣 旨は、 相 模 原 市 立 弥 栄 小 学 校 の戦 員

会 議録 ( 1 9 9 0 年 度 ～ 1 9 9 2 年 度 分 の 国の丸掲 揚 、

君 が代斉 唱 に関 して話 し合 わ れ た部 分 ) ( 以 下 「本 件

文 書」 とい う。 ) の 一 部 を相 標 原 市空 育 委員 会 が平 成

5 年 3 月 2 9 日 付 けで非 公 開 と した処 分 の取 消 しを求

め る、 とい う もので あ る。

2 ) 不 服 申立 て の理 由

不服申立人の主張を総合すると↓相模原市教育委員

会が 「個人の氏名及び特定の個人が識別され得る発言

内容の記載 があ り、特定 の個人が識別 で きること、 ま

た、当該情報 を公開す る ことによ り〔 自由かつ率直な

意見交換が阻害されるおそれがあるためJ相 模原市公
,   ｀



文 書 公 開条 例 ( 以下 「条 例 」 とい う。 ) 第 6 条 算 1 項

第 1 号 本文 及 び第 4 号 に該 当す る と した非 公 開 の決 定

は、 次 に掲 げ る理 由 か ら、 条 例 の解 釈 及 び運用 を誤 っ

て い る、 と い う もの で あ る。

ア 条 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 該 当性 につ いて    t

( ア) 条 例 が個 人 に関 す る情 報 を非 公 開 と して い るの は、

市 民 の プ ライバ シーを 守 るた め で あ り、 公立 学校 の

管理 運 営 者 た る 「校 長 」 「教 頭 」 の発 言 まで を個 人

に関す る情 報 と して非 公 開 と した の は条 例 の趣 旨に

反 して い る。

( イ) 公 的 な会 議 で あ るか ら会 議録 は当然 公 的情 報 で あ

り、 保護 され るべ き私 的情 報 、 個 人 の プ ライバ シー

に当 た る もので は な ぃの で全 教 職 員 の名 前 が 出て も

構 わ な い もので あ る。

百 歩 譲 って、教 職 員 の名 前 は伏 せ て も、管 理者 と

して の 「校 長 J 「 教 頭 」 の名 前 を伏 せ る ことは正 当

な理 由 とな らな い。           ァ

イ 条 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 該 当性 につ いて

( ア) 外 部 の圧 力 が か か る こ とが予 想 され る とい うこ と

は、 実施 機 関 の主 観 で あ り、 本 号 を拡 大 解釈 した も



の で あ る。 外 部 の 圧 力 が か か る こ との説 明 が な く、

具 体 性 に欠 け て い る。

( イ) 市 民 や 父 母 が 意 見 を述 べ た り主 張 を す る こ と は 自

由 な社 会 で あ るか ら良 い と思 うが 、 そ れ を圧 力 と い

うの は問 題 力ヽ あ る。

( ウ) 一 部 非 公 開 と した こ との方 が 一 部 の圧 力 で あ る。

全 面 公 開 こそ市 民 、 父 母 の信 頼 に応 え る道 で あ る。

( 工)「 日の丸、君が代」w題 は贅否両論あると言われ

て お り、 当然 職 員 会 議 の 中で も論 議 、討論 され るベ

き もの で あ って、 これ を一方 的 に父 母 や市 民 に強制

す る方 が 問題 で あ る。

このことは、 「教育は、不当な支配に服すること

なく( 国 民全体に対 し直接に責任を負って行われる

‐ べきものである」 といぅ教育基本法第 1 0 条 に反 し

て い る。      ‐

ウ 不 存 在 とされ た平 成 3 年 度 分 の職 員 会 議録 につ いて

( ア) 1 9 9 1 年 度 分 の職 員会 議 録 につ いて は不 存 在 と

して い るが、 1 9 9 2 年 度 か ら 「日の丸 掲 揚 、 君 が

代 斉 唱J が 義 務 化 され て い く中 で、 その前年 度 は学

校経 営 者 と して の校 長 、教 頭 が そ の方針 を 伝 え、 討
,   ｀



議 して いか な けれ ば な らな い時 期 で あ るので 、 不 存

在 とい うの は疑 間 で あ る。 また、 教 育委 員 会 が どの

よ うな調 査 を したか も疑 問 で あ る。

( イ) 前 校長 との話 し合 い にお いて も職 員会 議 に報 告 す

る と言 わ れ たが、 そ の こ との会 議 録 もな い とい うの

はお か しい。

全 職 員 と話 し合 って決 め、 実 施 した と新 聞 記 事 に

も前 校長 の コメ ン トと して載 って い る こ とで あ る。

ェ  そ の他

( ア) 「 日の丸 、君 が代 」 を強制 す る こ とは、 児 童 、生

徒 、 親 の思想 、信 条 の 自由を保 障 して い な い の で は

な いか。 憲 法 で保 障 され て い る思 想 、信 条 の 自由 に

反 す る もので あ り、 市 民 の知 る権 利 と して責 任 あ る

立 場 で の発言 につ いて は知 る必 要 が あ る。

( イ) 条 例 第 3 条 で は 「公文 書 の公 開 を請 求 す る市 民 の

権 利 が十 分尊 重 され るよ う条 例 を解 釈 し、 運 用 す る

もの とす る。」 と規 定 されて い るが 、 今 回 の決 定 は

この市 民 の権利 の尊 重 に反 す る こ とに な る。

実施 機 関 の職 員 ( 指導 課 長 ) の 説 明 要 旨

( 1 ) 条 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 該 当性 につ いて



ア 本件 文 書 に記 載 され た次 に掲 げ る情 報 は 「個 人 に関

す る情 報 で あ って、 特 定 の個 人 が 識 別 され、 又 は識 別

され得 る もの」 で あ り、 条 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 に該

当 す るた め、非 公 開 と した もの で あ る。

①  司 会 、記 録 及 び氏名 ( 発言 者 ) 欄 に記 載 され た教

職 員 の名 字

②  氏 名 ( 発言 者 ) 欄 に記載 され た校 長 、教 頭 の戦名

( 他の情 報 と組 み合 わせ る こ とに よ ちて 特 定 の個 人

が識 別 され る。 )

③  協 議事 項 欄 に記 載 され た、 校 長 、 教 頭 の発 言 内容

( 発言 内容 か ら特 定 の個 人 が識 別 され る。 )

「日の丸 、君 が代 J に 関 して校 長 、 教 頭 を含 む各 教

職 員 が有 す る意 見 につ いて は、 各 自の思想 、1 信条 に関

わ る個 人 情 報 で あ るも 校 長 、教 頭 で あ って も教 戦 員 と

して の 1 個 人 で あ り、 1 個 人 で な い とい う論 拠 は成 り

立 たな い。      f

校長 、教 頭 は管理 運 営 を司 る立 場 にあ る もので あ るッ

か ら、 役 の上 で は 1 教 職 員 と同 じで は な い と考 えて い

る。 しか し、校 長 、教 頭 とい え ど も校 長 く 教 頭 の考 え、

あ るい は思想 、 信 条 に触 れ なが ら教 員 を指 導 、 助言 し



進 め られ て い くべ き職 場 の環 境 が あ るの で 、他 の教 員

と同 じ く個 人 の思想 、信 条 に 関 わ る こ とにつ い て は保

護 され るべ きで あ る。

( 2 ) 条 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 該 当性 につ いて

ア 学 校 にお け る 「日の丸 掲 揚 、 君 が代 斉 l 昌J の 問題 に

っ いて は賓 否両 論 が あ り、 校 長 、 教 頭 を含 めて教 職 員

の誰 が どの よ うな発 言 を した か を特 定 で き る部 分 ( 今

回非 公 開 と した部分 ) を 公 開 す る こ とに よ り、 そ の個

人 に対 して発 言 内容 に関 す る外 部 の圧 力 が か か る こ と

が予想 され、 そ の後 教 職 員 が 自由 かつ 率 直 な意 見交 換

を差 し控 え る傾 向が生 ず る お それ が あ る と と もに、 そ

の結果 と して将 来審 議等 に必 要 な情 報 を得 る こ とが 困

難 にな る こ とが予想 され る。

イ 学 校 の運 営 につ いて は、 外 か らの圧 力 に妨 げ られ な

い中で柔軟 で 自由閥達 な意 見 を交 わせ る こ とが必要 で

あ る。 また、 学校 教 育 は子 供 、 保護 者 及 び教 職 員 相 互

の信頼 関係 が 唯一 重 要 な条 件 で あ るか ら、 個 々 の発言

内容 を公 開す る こ とに よ り子 供 達 と先 生 との信 頼 関係

を ゆ るがせ る。 この こ とは校 長 、 教 頭 といえ ど も同 じ

で あ る。
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( 3 ) 不 存 在 と した平 成 3 年 度 分 の職 員会 議録 につ いて

「日の丸 掲 揚 、 君 が代 斉 唱」 に関 して話 し合 われ た

部 分 の記 録 につ いて は、 平 成 2 年 度 及 び平 成 4 年 度 の

もの は存 在 す るが平 成 3 年 度 につ いて は 「日の丸掲 場 、

君 が代 斉 唱J に 関す る話 し合 い は行 わ れ て お らず、 該

当 す る公 文 書 は存 在 しな い。

) そ の他

市民 に市 政 を 明 らか にす る とい う本 市 の公 開条例 の

趣 旨は十 分 理 解 して い るが、 そ の 中 に あ って教 育 に関

す る部分 につ いて は少 し違 った形 で配 慮 され るべ きで

はな いか と考 え るも

イ 学 校 は閉 鎖 的 で あ って は な らな い こ とは十 分 承 知 し

て い るが 、 自由閣達 に意 見 を述 べ 、誰 が何 を言 って い

るのか の こ とまでを公 開 す る こ とはマ イ ナ スで あ る と

考 え る。

審査 会 の判 断理 由

( 1 ) 本 件 文 書 の性格 につ いて

相 模 原 市 立 の小 中学 校 にお け る戦 員 会 議 は、 明文 の

規 定 はな いが、 学校 の管 理 運 営 上 の諸 問題 を協 議 す る

内部会議として、通常月 1 回行われ、各学校での記録



の仕 方 や様 式 は様 々 で あ るが、 この会 議 の内容 につ い

て の記 録 が と られて い る。 この記 録 を いわ ゆ る 「職 員

会 議録 」 と呼 ん で お り、 会 議 の 日時、 会 議 の案 件 、 司

会 、記 録 、 発 言 者 名 、 発言 要 旨を記 録 して い る もの が

多 い。

本件 文書 につ いて も、 この よ うな形 で記 録 が され て

い る もの で あ るが、 記 録 者 にお い て は、 各教 職 員 の 発

言 内容 を そ の場 で聞 き取 り、 記 録 す る もの の、 各 発 言

者 にそ の記 録 の 内容 の確 認 を求 め、 校 務 管掌 者 で あ る

校 長 に よ る本 件 文 書 の 閲 覧 、 承 認 を 得 る等 の 手 続 を

とって い る もの と も認 め られ な い こ とか ら、必 ず しも

発 言者 の発 言 の要 旨が正 確 に記 録 され て い る とは限 ら

な い といえ よ う。

( 2 )条 例 第 6条 第 1項 第 1号 該 当性 につ いて

ア 条 例 第 6条 第 1項 第 1号 本 文お 、 個 人 に関す る情 報

で あ って特 定 の個 人 が識 別 され又 は識 別 され得 る もの

は公 開 しな い こ とが で き る と して い る。

イ 本 件 文書 はt職 員 会 議 の月 日、 曜 日、 司 会、 記 録 、

会 議 の案 件 、氏 名 及 び協 議 事 項 棚 か ら成 ちて お り、 誰

が どの よ うな発 言 を した かが分 か るよ うに記 録 され て



い る。 この うち実 施 機 関 は、 特 定 の個 人 が識別 され又

は識別 され得 る情 報 と して、 司会 、記 録欄 に記 され た

教 職 景 の氏名 ( 以下 「司会、 記 録 者 名 J と い ぅ。 ) 、

氏 名 ( 発言 者 ) r t W に記 され た発 言 者 の氏名 ( 校長 、教

頭 にあ って はその職 名 ) ( 以 下 「発 言者名 」 とい う。)

及 び協 議 事項 ( 発言 内容 ) 欄 に記 され た校 長 、 教 頭 の

発言 内容 ( 以下 「校 務 管 掌者 の発 言 内容」 とい ぅ。)

の部分 ( 以下 これ らの情 報 を ま とめ て 「本件 情 報 」 と

いう。)を 本号本文に該当するとして非公開としてい

る ものであ る。

ウ  「 さがみ は らの公文書公開 ( 条例 の解釈及 び運用の

基準) 」 ( 以下、 「解釈運用基準 J と いう。) に よれ

ば、個人 に関す る情報 を非公開 と している趣 旨につい

て、憲法上 の個人 の尊厳 に係 る基 本 的人権 と しての個

人 のプライバ シーを最大 限に 保護 す る観点 か ら、非公

開事 由を定 めた ものであ り、個人 のプライバ シーの概

念 につ いて は、法令 や判例等 にお いて も明 らか となっ

て いない ことか ら、個人 のプーライバ シーの内容や保護

されるべき範囲を一般的、客観的に定めることは困難

であるから、何人が考えても個人のプライバシーた関



す る情 報 で あ る と明 らか に判 断 で きる もの は も とよ り、

判 断 が 困難 な もの を含 め て、 個 人 に関 す る情 報 の一 切

を非 公 開 とす る措 置 を講 じた と して い る。

な お、 本号 の解 釈 に よれ ば 「個 人 に関 す る情 報」 と

は、 住 所 、 氏 名 等 の基 本 的事 項 、 社会 的地 位 、 活 動 、

経 歴 、知 識 、 技 能、 能 力 、 思 想 く 信 条 、 経 済 的状 況 及

び心 身 に関す る情 報 の ほか、 特 定 の個 人 が識 別 され得

る一 切 の情 報 を指 し、 また、 「特 定 の個 人 が識 別 され

又 は識 別 され得 る ものJ と は、 特 定 の個 人 が判 別 で き

る住 所 、氏 名 等 の含 まれ て い る情 報 は も とよ り、 それ

らが含 まれ て いな い情 報 で あ って も他 の情 報 と組 み合

わ せ る こ とに よ って特 定 の個 人 が判 別 で き る可 能 性 の

あ る情 報 も含 む もの と して い ると

工  そ こで、 本件 情報 が本号 で規 定 す る 「個 人 に関 す る

情 報 J に 該 当す るか否 か につ いで検討 す る。

( ア) 前 述 の本号 の趣 旨及 び解 釈 に照 らせ ば、 「個 人 に

関す る情 報 J と は個 人 の プ ライバ シーが 侵 害 され る

お そ れ の あ る情 報 に限定 され る もの で な く、 特 定 の

個 人 が識 別 され得 る情 報 で あれ ば全 て 「個 人 に関 す

る情 報J に 該 当す る もの と考 え るの が相 当で あ り、
|   ｀



た とえ そ れが 公務 に係 る情 報 で あ って も、 公務 に係

る情 報 を除外 す る規 定 及 び解 釈 が存 在 しな い以上 、

本件情報 も 「個 人 に関 す る情 報 」 に含 まれ る もの と

解 す るのが相 当 で あ る。

( イ) と ころで、 条 例 全体 にわ た る解 釈 及 び運 用 を定 め

た条 例 第 3 条 は 「実 施 機 関 は、 公文 書 の公 開 を請求

す る市 民 の権 利 が十 分 に尊 重 され るよ うに この条例

を解 釈 し、運 用 す る もの とす る。 この場 合 にお いて、

実施 機 関 は、 第二 者 の権 利 又 は利益 が不 当 に侵 害 さ

れ る ことの な い よ ぅに最 大 限 の配 慮 を しな けれ ばな

らな い。 J と 規 定 し、 同条 の趣 旨及 び解 釈 につ いて、

解 釈運 用 基 準 に よれ ば、 本 条 は条例 第 1 条 ( 目的)

とと もに この条例 全 体 にわ た る解 釈 運 用 を定 め た も _

ので あ り、 前段 は 「権 利 が十 分 に尊 重 され るJ た め

には、 条 例 第 G 条 ( 公開 しな い ことが で きる公文書 )

に該 当す るか否 か の判 断 の み な らず 、 公 文書 の公 開

手 続 等 の解 釈 、運 用 に お いて も考 慮 しな けれ ば な ら

な い もの で あ り、 公 開 しな い こ とが で き る公文 書 の

範 囲 は、 原 則公 開 の精 神 に立 って判 断す る ものて あ

る とす るな ど、 原 則公 開 の精 神 を明 らか に し、 後段



は、 原 則 公 開 の この条 例 にお い て も、 第二 者 に関 す

る情 報 は最 大 限 に保護 す べ きで あ り、 正 当 な理 由 な

く公 に して はな らな い 旨を 明 らか に して い る。

( ウ) こ の本 条 及 び本 条 の趣 旨及 び解 釈 か らす れ ば、個

人 を含 む 算三 者 に関 す る情 報 は最大 限 に保 護 す べ き

で あ るが、 本件 情 報 の よ うに実 施 機 関 の職 員 の職 務

に関 す る情 報 につ いて は、 特 定 の個 人 ( 職員 ) が 識

別 され得 る情 報 で あ って も、個 人 や 第二 者 に関す る

情報 と! よいえ な い もの で あ るか ら、 この よ うな情 報

につ いて の公 開、 非 公 開 の判 断 に当 た って は 「個 人

に関す る情 報 」 を 主 l l R として判 断 す る こ とな く、 公

共 の利 益 等 との調 整 を 図 るた め、行 政 執 行 に係 る情

報 を公 開 しな い こ とが で き る こ とを定 め た と考 え ら

れ る条 例 第 6 条 第 1 項 第 3 号 な い し第 5 号 へ の該 当

性 の判 断 を行 い、 そ して 当該 各 号 の いず れ に も該 当

しな い情 報 につ いて は、 「特 定 の個 人 ( 職員 ) が 識

別 され得 る情 報 」 で あ って も、 例 外 的 に公 開 で き る

情報 を掲 げた、条例第 6 条 第 1 項 第 1 号 ただ し書 に

該 当 させ るよ う条例 を解釈 し、運用 を図 ることが条

例 の趣 旨、 目的に合致 して い る もの と考 え られ る。



(3

ア

そ こで 当審査 会 は、 実 施 機 関 が 本 件 情 報 は条 例 第 6

条 第 1 項 第 4 号 に も該 当す る と して い る こ とか ら、

当該 号 へ の該 当性 につ いて検 討 を行 った。

) 条 例 第 6 条 算 1 項 第 4 号 該 当性 につ いて

条 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 は、 本 市 の機 関等 にお け

る審 議 、検 討 、調 査 研 究等 に関 す る情 報 で あ って、

公 開 す る こ とに よ り当該 審 議 等 又 は将 来 の 同種 の審

議等 に著 しい支 障 が生 ず るお そ れ の あ る もの は公 開

しな い ことが で き る と して い る。

本 号 は、 解 釈 運 用基 準 か らす る と、本市 又 は国等

にお け る審 議 、検 討く 調 査研 究 等 が 円滑 に行 われ る

こ とを確 保 す る観 点 か ら、非 公 開事 由を定 め た もの

で あ り、 本市 又 は国等 にお け る審 議 等 に関す る情報

の中には、個別の事案決定手続等が終了していてもt

機 関 と して の意 思 決 定 が され て い な い情 報 や 意 思 決

定 過 程 の 意 見 交 換 の記 録 に関 す る情 報 、 意 思 決 定 過

程 に お いて 外 部 か ら取 得 した情 報 等 が含 ま れ て お り、

これ らの情報 を公 開す ることによ り、 自由かつ率直

な意見交換が阻害 され るおそれが生 じた り、未成熟

な情報で あ ることか ら、市民 に無用 な誤解 を与 え、



又 は無用 の混乱 を招 くおそれが生 ず る等 の ことか ら

当該審議等又 は将来の同種 の審 議等 に著 しい支障が

生 ず るおそれがあ るので、 かか る弊害 の発生 を防止

す るために設 け られた もので あ ると解 され る。

本 号 に よ って、 公 開 じな い こ とが で きる情 報 は

① 本市の機関内部看 しくは機 関相互又 は本市 の機 黄

と国等 の機 関 との間にお ける審議等 に関す る情報 で

あること②公開することにより、当該審議等又は将

来 の 同種 の審 議 等 に著 しい支 障 が 生 ず るお そ れ の あ

る こ との 各 要 件 を 満 た す こ とが 必 要 で あ る。

「本市 の機 関 内 部 若 し くは機 関相 互 又 は本 市 の機

関 と国等 の機 関 との 間 に お け る審 議 等 に 関 す る情 報

で あ る こ と」 の要 件 につ い て

相 模 原 市 立 の小 中学 校 に お け る職 員 会 議 は、 学 校

の 管 理 運 営 上 の諸 問題 を 協 議 す る内 部 会 議 と して 、

慣 行 的 に行 わ れ て い る もの で あ り、 その 内容 を記 録

した 職 員 会 議 録 、 本 件 に あ っ て は、 「国 歌 斉 唱 J

「国 旗 掲 揚 」 の実 施 に 関 して 話 し合 わ れ た 内容 の記

録 につ い て は、 学 校 内 部 に お け る審 議 、 検 討 に関 す

る情 報 で あ るか ら、 本 件 文 書 は本 号 前 段 に該 当 す る



情 報 で あ る。

オ  「 公 開 す る こ とに よ り、 当該 審 議 等 又 は将来 の 同

種 の審 議 等 に著 しい支 障 が生 ず るお そ れ の あ る こと」

の要 件 につ いて

( ア) 請 求 の あ った 「国 歌 斉 唱J 「 国旗 掲 揚 J の 実施

に係 る入 学 式 、 卒 業 式 等 につ いて は、 公 開請求 の

あ った時 点 で既 に終 了 して いた もので あ るか ら、

当該 入 学 式 等 に係 る審 議 に支 障 が生 ず る ことはな

い もの で あ る。

そ こで 、 今 後 の職 員会 議 にお け る審 議 等 に著 し

い支 障 が生 ず るか否 か につ いて検 討 す る。

( イ) 司 会 、 記 録者 名 につ いて は、 当 該氏 名 を公 開 し

た と して も、今 後 の職 員会 議 に著 しい支 障が生 ず

る とは考 え られ な い。

( ウ) 発 言 者 名 及 び校務 管筆 者 の発言 内容 を公 開す る

こ とに よ り、今 後 の 職 員 会 議 にお いて 自由かつ 率

直 な意 見交 換 が 阻害 され るお それ が生 じるか否 か

につ い て は、 次 の とお り判 断す る。

① 職 員会 議 は、 学 校 の管 理 運 営 上 の諸 問題 を協 議

す る内部 会 議 と して 行 わ れ て お り、 そ の役書1 とし



て は a 意 思 伝 達 機 能 ( 校長 の方 針 を教 職 員 に伝 え

る) b 協 議 機 能 ( 校長 の 意 思 決 定 に 際 し、 よ り適

正 か つ 適 切 な決 定 が 得 られ る よ うに教 職 員 の 意 見

を聴 き協 議 を求 め る) C 連 絡 調 整 機 能 ( 教職 員 各

々が 分 掌 して い る事 務 の報 告 や情 報 交 換 、 教 育 活

動 、 各 種 行 事 等 につ い て 連 絡 ・調 整 し、 共 通 理 解

を 求 め る) d 研 究 ・研 修 機 能 ( 学習指 導 、 生 徒 指

導 等 に関 わ る諸 問題 につ いて 、 た が い に研 究 ・研

修 の成 果 を交 流 しあ い、 「教 育 の専 門 家」 と して

の知 見 を 広 め る) 等 を 有 して い る と認 め られ る。

②  本 件請求 に係 る 「国歌斉唱」 「国旗掲揚」 につ

いて話 し合われた職 員会議 は、前記分類 の職員会

議 の機能か らす ると協議機能 と しての役割 を担 う

ものであ り、校長 の意思決定 に際 して、適正 かつ

妥 当な決定が得 られ るよ うに教職員 の 自由率直 な

意見を求 め ることを 目的 と して行 われて い るもの

で あ る ところ、 教 職 員 の誰 が どの よ うな発言 を

行 った との ことまでを明 らか にす ることとな ると、

おのず と公開 され ることを意識 し、 自由率 直な発

言 が差 し控 え られ る ことが予想 され、その結果、



職 員 会 議 本来 の 目的が達 成 で きな くな るお それ が

あ る と考 え られ る。

した が って、 各教 職 員 の誰 が どの よ うな発 言 を

行 った かが識 別 され得 る もの は、原 則 と して本号

に よ り公 開 しな い こ とが で き る情 報 に該 当す る と

判 断す る。

③  校 長 は学 校 運 営 に係 る校 務 管掌 者 で あ り、教 頭

は校 長 の補 助 代 理 者 で あ るか ら、 戦 員会 議 にお け

る校 長 及 び校 長 の補 助代 理 者 で あ る教 頭 の発 言 の

うち、 校務 管掌 者 と して の指 導 、 助言 、方 針 及 び

意 思決 定 に係 る発 言 につ い て は個 人 的発言 とはい

え ず 、 また、 公 開 した と して も今 後の戦 員 会 議 に

お いて、職 務 上 の権 限及 び責 任 か ら、 この よ うな

発 言 が な され るで あ ろ うと考 え られ る。 したが っ

て 、 校 長 及 び教 頭 の発言 の うち、校務 管 掌 者 と し

て の指 導 ( 助 言 、 方 針 及 び意 思決 定 に係 る発 言 に

つ いて は、 本号 に該 当 しな い とい ぅべ きで あ る。

なお、校 長 、 教 頭 は、「と きに は 自 らの思 想 、信

条 、意 識 に触 れ なが ら教 職 員 に対 し指 導 、 助 言 を

行 い職 員会 議 を 円滑 に進 め、 よ り適切 で妥 当 な意



思 決定 を行 う もの で あ るか ら、 これ らに係 る発 言

部 分及 び これ らに係 る発 言 と一 体 とな って な され、

区 分す る こ とが で きな い発 言 部分 を公 開 す る こと

にな る と今 後 の職 員会 議 にお いて、 この よ うな発

言 が差 し控 え られ る こ とが予 想 され 、 そ の結 果 、

職 員会 議 本 来 の 日的が 達 成 で きな くな るお そ れ が

あ る と考 え られ る。 したが つて、校 務 管 掌 者 の発

言 内容 の うち、 これ らに係 る情 報 につ いて は本号

に該 当す る もの と判 断 す る。

( 4 ) 以 上 、 条 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 該 当 社 につ い て

行 った判 断 か ら、 前 記 ( 2 ) で 述 べ た条 例 第 6 条 第

1 項 第 1 号 へ の該 当性 につ いて判 断す る と、 特 定 の

個 人 が識 別 され得 る本 件 情 報 の うち① 司 会 、 記録 者

名 、 発言 者 名 の うち校 長 、 教 頭 の職 名 及 び校 務 管掌

者 の発言 内容 ( 別紙 1 に 掲 げ る箇所 を除 く。 ) に つ

いて は、 条例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 に該 当 しな い と判

断 したので 、 「個 人 に関 す る情 報」 で あ って も例 外

的 に公 開 で き る情 報 を掲 げ た条 例 第 6 条 第 1 項 第 1

号 た だ し書 ア に準 じて運 用 を 図 る こ とが 条 例 の趣 旨、

目的 に合 致 して い る もの と考 え る。



なお、 校 長 、 教 頭 を 除 く発 言 者名 及 び別 紙 1 に 掲

げ る校 務 管筆 者 の発 言 箇 所 につ いて は、 条 例 第 6 条

第 1 項 第 4 号 に該 当す る もの で あ り、 かっ 、個 人 に

関す る情 報 で あ るか ら、 条 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 本

文 に該 当 す る もの で あ る と判 断 す る。

( 5 ) よ って 、 実 施 機 関が非 公 開 と した本 件 情 報 の うち、

発言者 名 ( 校長 、教 頭 を除 く。 ) 及 び校 務 管学 者 の

発言 内容 の うち別紙 1 に 掲 げ る箇所 につ いて は、条

例第 6 条 第 1 項 第 1 号 本 文 及 び第 4 号 に該 当す る も

の と判 断 す るが 、 そ の余 の 箇所 につ いて は、 条 例第

6 条 第 1 項 第 4 号 に該 当 しな い情 報 で あ り、 条例第

6 条 第 1 項 第 1 号 につ いて は、 同号 ただ し書 に該 当

す る もの と して公 開す る こ とが相 当 で あ る と判 断す

る。

( 6 ) 平 成 3 年 度 分 の職 員 会 議 録 につ い て

実 施 機 関 は、 本 件 請 求 の うち平 成 3 年 度 分 につ い

て は 「日の 丸 掲 揚 、 君 が 代 斉 唱 J に つ い て話 し合 わ

れ た職 員 会 議 録 は存 在 しな い との決 定 を 行 って い る

が 、 当審 査 会 が平 成 3 年 度 分 の 職 員 会 議 録 を調 査 し

た と ころ、 次 に掲 げ る箇 所 につ いて も、 本 件 決 定 に



当 た り請 求 の対 象 と し公 け出した 平 成 4 年 度 の 職 員 会

議 録 の 内容 に R t らし、 請 求 の対 象 に含 め る こ とが 適

当 で あ る と思 わ れ る。

平 成 3 年 8 月 2 9 日 ( 木) の 職 員 会 議 録 中 1 枚 国

協 議 ヨ子虫 拙」中 、 上 か ら 2 0 行 」及 び 同会 法 録 中 2 枚

同 棚 中 、 上 か ら 1 行  か ら 9 行  ま で ( 迎動 会 f

画 の 人 場 行 進 に係 る もの ) 。

平 成 4 年 1 月 2 7 日 ( 月) の I l t 員会 4 1 録中 3 枚 日

協 議 事 項 f l l l 中、 上 か ら 3 行 日か ら 6 行 日 ( 卒業 = 【の

計 画 に係 る もの ) 。

な お、 当審 査 会 は上 記 ア 、 イ の は「所 も含 め て 条 仰|

第 6 条 第 1 項 第 1 号 及 び 第 4 号 へ の該 当 性 に つ いて

判 断 を行 った もの で あ るか ら、 不 件 不 服 中立 て に対

して 併 せ て決 定 を 行 う こ とが 相 当 で あ る。

審 査 会 の 処 理 経 過

当 審 査 会 の処 理 経 過 は、 別紙 2 の とお りで あ る。

ア

イ



別 紙 1

校 務 管 掌者 の発言 箇所 ( 条例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 本文 及 び第

4 号 該 当 箇所 )

該 当 箇 所 ( 協 議 事 項 欄 中 )

1 枚 目下 か ら 8 行 日の上 部 ( 1 2 字 )

2 月 2 5 日 1 枚 目下 か ら

2 枚 目上 か ら

3 枚 目 L か ら

3 行 日全 字 、 2 行 日全 字

1 0 行 目の一 部 ( 2 字 )

3 行 日全 字 、 4 行 日の一

該 当 箇 所 につ いて は、 別 添 本 件 文 書 の 写 し中赤枠 で 示 した。

職 員 会 議 年 月 日

平 成 3 年 1 月 3 0 日

部 ( 1 字 )



別紙 2

審 査 会 の 処 理 経 過

)

年 月 日 理処 容内

5     5_  2 4 ○ 諮  問

6     3

( 第3 6回審査会)

○ 審  議

6 4 実施機関 (主管 1

導課)に 公文書公開

明書の提 出依頼

教育委員会学校教育部指

(一部公開)決 定理 由説

○

6  2 4 ○ 実 施機関か ら公文書公開 (一部公開)決 定

理由説明書を受理

6  2 4 〇 不服申立人に公文書公S村(一部公開)決 定

理由説明書の写 しを送付及び当該理 由説明書

に対す る意見書の提 出依f l l

7     2

(第3 7回審査会)

○ 審  議

7   1 5 ○ 不服申立人か ら、公文書公開 (二部公8 8 )

決定理由説明書に対す る意見書を受理

7  1 6 ○ 実施機関に公文書公開 (一部公開)決 定理

由説明書に対す る意見著の写 しを送付

7  2 2

( 第3 8 回審査会)

○

○

名)か ら実施機関の職員 (指導課長 ほか

井公開理 由説明の聴取

審 議

1

8     6

( 第3 9 回審査会)

O

○

不服 申立人か ら意見聴取

審 議

9     2

( 第4 0 回審査会)

○ 審  議

1 0     7

( 第4 1回審査会)

○ 審  議



11.  4

(第42回審査会

12.  2

(第43回審査会

6.    1.  1 2

(第44回審査会

2.    3

(第45回審査会)

3.    3

(第46回審査会

議

申

審

答

○

○

3. 18

(第47回審査会


